
平
成
二
十
三
年
五
月
十
三
日
受
領

答

弁

第

一

六

〇

号

内
閣
衆
質
一
七
七
第
一
六
〇
号

平
成
二
十
三
年
五
月
十
三
日

内
閣
総
理
大
臣

菅

�

人

衆

議

院

議

長

横

路

孝

弘

殿

衆
議
院
議
員
馳
浩
君
提
出
海
賊
対
策
に
関
す
る
質
問
に
対
し
、
別
紙
答
弁
書
を
送
付
す
る
。



衆
議
院
議
員
馳
浩
君
提
出
海
賊
対
策
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書

一
に
つ
い
て

一
般
に
海
賊
と
は
、
海
洋
法
に
関
す
る
国
際
連
合
条
約
（
平
成
八
年
条
約
第
六
号
）
第
百
一
条
に
規
定
す
る
海
賊
行
為
を

行
う
者
、
す
な
わ
ち
、
私
有
の
船
舶
等
の
乗
組
員
等
で
あ
っ
て
、
公
海
に
お
け
る
他
の
船
舶
等
又
は
こ
れ
ら
の
内
に
あ
る
人

若
し
く
は
財
産
に
対
し
、
私
的
目
的
の
た
め
に
行
う
全
て
の
不
法
な
暴
力
行
為
、
抑
留
又
は
略
奪
行
為
な
ど
を
行
う
者
で
あ

る
と
承
知
し
て
お
り
、
海
上
に
お
け
る
公
共
の
安
全
と
秩
序
の
維
持
に
対
し
て
重
大
な
脅
威
を
及
ぼ
す
も
の
で
あ
る
と
考
え

る
。

二
及
び
三
に
つ
い
て

平
成
二
十
二
年
に
日
本
関
係
船
舶
（
日
本
籍
船
及
び
我
が
国
の
船
舶
運
航
事
業
者
が
運
航
す
る
外
国
籍
船
を
い
う
。
以
下

同
じ
。
）
が
海
賊
及
び
海
上
武
装
強
盗
の
被
害
を
受
け
た
件
数
は
十
五
件
で
あ
る
が
、
こ
の
う
ち
、
ソ
マ
リ
ア
沖
・
ア
デ
ン

湾
、
イ
ン
ド
洋
及
び
ケ
ニ
ア
沖
で
重
火
器
に
よ
り
襲
撃
さ
れ
た
件
数
は
六
件
と
な
っ
て
お
り
、
平
成
二
十
一
年
の
一
件
か
ら

増
加
し
て
い
る
。
こ
れ
は
、
ソ
マ
リ
ア
を
拠
点
と
す
る
海
賊
の
活
動
が
広
域
化
、
活
発
化
し
た
こ
と
に
よ
り
、
日
本
関
係
船

舶
の
被
害
も
増
加
し
た
も
の
で
あ
る
と
考
え
る
が
、
具
体
的
な
被
害
額
に
つ
い
て
は
把
握
し
て
い
な
い
。一



四
及
び
五
に
つ
い
て

お
尋
ね
の
「
Ｉ
Ｚ
Ｕ
Ｍ
Ｉ
」
号
に
つ
い
て
は
、
同
船
舶
の
運
航
会
社
よ
り
、
平
成
二
十
三
年
二
月
二
十
五
日
に
解
放
さ
れ

た
と
の
情
報
を
、
同
日
中
に
入
手
し
た
。
乗
組
員
の
安
否
に
つ
い
て
は
、
乗
組
員
全
員
の
命
に
別
状
は
な
い
も
の
と
承
知
し

て
い
る
が
、
本
件
事
案
の
経
緯
等
の
詳
細
に
つ
い
て
は
、
同
社
の
意
向
等
も
あ
り
、
お
答
え
を
差
し
控
え
た
い
。
ま
た
、
身

代
金
の
有
無
等
に
つ
い
て
は
承
知
し
て
い
な
い
。

六
に
つ
い
て

お
尋
ね
の
よ
う
な
事
案
も
含
め
、
海
賊
事
案
が
発
生
し
た
場
合
に
ど
の
よ
う
な
対
応
を
行
う
か
は
、
被
害
船
舶
の
船
籍
、

運
航
会
社
が
我
が
国
の
船
舶
運
航
事
業
者
で
あ
る
か
否
か
、
乗
組
員
の
国
籍
、
海
賊
の
武
装
の
程
度
、
乗
組
員
の
状
況
等
を

踏
ま
え
、
そ
の
都
度
個
別
具
体
的
に
判
断
す
べ
き
も
の
で
あ
る
と
考
え
て
い
る
。
い
ず
れ
に
し
て
も
、
日
本
国
民
の
生
命
・

身
体
の
保
護
及
び
日
本
関
係
船
舶
の
安
全
な
運
航
の
確
保
の
観
点
か
ら
、
事
案
に
即
し
、
関
係
国
・
関
係
機
関
等
と
も
協
力

し
つ
つ
、
適
切
に
対
処
し
て
い
く
所
存
で
あ
る
。

七
に
つ
い
て

自
衛
隊
は
、
こ
れ
ま
で
、
ソ
マ
リ
ア
沖
・
ア
デ
ン
湾
に
護
衛
艦
二
隻
を
派
遣
し
、
延
べ
千
八
百
隻
以
上
の
民
間
船
舶
を
安

二



し
よ
う

全
に
護
衛
す
る
と
と
も
に
、
Ｐ－

三
Ｃ
�
戒
機
二
機
に
よ
り
、
同
海
域
で
警
戒
監
視
活
動
を
実
施
し
、
海
賊
に
対
し
て
立
入

検
査
・
武
器
の
押
収
等
を
行
う
諸
外
国
の
艦
艇
に
対
す
る
情
報
提
供
を
通
じ
、
海
賊
行
為
の
抑
止
に
貢
献
し
て
き
て
い
る
と

こ
ろ
で
あ
り
、
こ
れ
ら
の
活
動
は
国
内
外
か
ら
高
く
評
価
さ
れ
て
い
る
と
認
識
し
て
い
る
。

八
に
つ
い
て

ソ
マ
リ
ア
沖
及
び
ア
ラ
ビ
ア
海
を
航
行
す
る
際
の
海
賊
に
よ
る
被
害
を
防
止
・
最
小
化
す
る
た
め
の
行
動
に
つ
い
て
国
際

海
運
集
会
所
（International

C
ham

ber
of

Shipping

）
等
が
取
り
ま
と
め
たB

est
M

anagem
ent

Practice�

（
以

下
「B

M
P�

」
と
い
う
。
）
に
お
い
て
は
、
民
間
警
備
員
を
使
用
す
る
か
否
か
は
船
舶
運
航
事
業
者
の
判
断
に
よ
る
が
、
御
指

摘
の「
武
装
要
員
」の
使
用
は
勧
め
ら
れ
な
い
と
さ
れ
て
い
る
。B

M
P�

に
つ
い
て
は
国
際
海
事
機
関
も
推
奨
し
て
お
り
、
政

府
と
し
て
も
、B

M
P�

に
沿
っ
て
、
日
本
関
係
船
舶
に
対
す
る
指
導
を
行
っ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

九
に
つ
い
て

社
団
法
人
日
本
船
主
協
会
に
確
認
し
た
と
こ
ろ
、
現
在
、
日
本
関
係
船
舶
の
う
ち
、
通
信
設
備
等
を
備
え
た
専
用
の
「
船

内
避
難
場
所
」
を
設
置
し
て
い
る
船
舶
は
三
隻
と
の
こ
と
で
あ
る
。

な
お
、
専
用
の「
船
内
避
難
場
所
」の
設
置
に
つ
い
て
は
、
船
舶
建
造
の
設
計
段
階
か
ら
検
討
す
る
必
要
が
あ
り
、
現
在
、

三



相
当
数
の
船
舶
所
有
者
が
設
置
を
検
討
し
て
い
る
と
の
こ
と
で
あ
る
。

専
用
の「
船
内
避
難
場
所
」に
つ
い
て
は
、避
難
場
所
の
選
択
肢
の
一
つ
と
し
てB

M
P�

に
示
さ
れ
て
い
る
も
の
で
あ
り
、

そ
の
設
置
は
、
近
く
に
軍
艦
等
が
い
る
場
合
に
は
、
乗
組
員
の
生
命
・
身
体
の
保
護
に
一
定
の
効
果
を
あ
げ
て
い
る
も
の
と

認
識
し
て
い
る
が
、
「
船
内
避
難
場
所
」
の
設
置
を
含
む
自
衛
の
た
め
の
具
体
的
な
方
法
に
つ
い
て
は
、
一
義
的
に
は
船
舶

所
有
者
や
船
舶
運
航
事
業
者
の
判
断
に
よ
り
決
定
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
る
と
考
え
て
い
る
。

十
及
び
十
一
に
つ
い
て

ソ
マ
リ
ア
沖
等
に
お
け
る
海
賊
問
題
の
根
本
的
な
解
決
の
た
め
に
は
、
自
衛
隊
や
諸
外
国
に
よ
る
海
賊
対
策
の
実
施
や
周

辺
国
の
海
上
取
締
能
力
の
向
上
、
不
安
定
な
ソ
マ
リ
ア
情
勢
の
安
定
化
や
人
道
支
援
等
の
多
層
的
な
取
組
が
必
要
か
つ
効
果

的
で
あ
る
と
考
え
て
い
る
。

四


